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理事長就任のごあいさつ

日本弁護士政治連盟 理事長 平山正剛

理事長退任のごあいさつ

日本弁護士政治連盟 前理事長 梶谷 剛

このたび皆様のご推挙により弁政連の理事長に就

任いたしました。日弁連及び弁護士会の諸課題を実

現するため政治活動・制度研究を行うことを目的に

設立され、歴代理事長はじめ諸先生方のご尽力とご

貢献により築かれたこれまでの成果と実績を踏襲

し、規約第４条記載の諸事業を行うべく、全力を傾

注いたしてまいる所存でございます。

３月１１日、日本は未曽有の大震災に襲われまし

た。これから２年間は、この東日本大震災への対応

が、日弁連はもとより、政府、国会の最大のテーマ

ではないかと思います。我々としては被災者のため

に、政治に対して、政党間の利害を超え百年後の歴

史の評価に堪えうる活動をお願いしていかなければ

なりません。私が日弁連会長任期中（Ｈ１８、１９年度）

におこった中越地震の際は、特別の法的処置による

被災者の救済が必要と訴え、北陸の地震にも遡及し

て適用する処置を願い、政界へ特別法の制定等の要

請をいたしました。震災以降、理事長就任のご要請

を受け、この経験が少しでも活かせるならばとお引

き受けいたした次第です。今まさにこの状況下で国

民のための視点に立って、会員皆様のご指導、ご支

援をいただき、全力を尽くしてまいりたいと思って

おります。宜しくお願い申し上げます。

近年、日弁連は司法制度改革推進を最重要課題と

して取り組み、大きな成果を上げていますが、それ

に弁政連が果たしている役割は非常に大きいものが

あります。

行財政改革が進展する中で、国の政策決定におけ

る政治の役割は格段に重要となっており、日弁連の

政策や提言を実現するためには、政治の力は欠かせ

ませんので、弁政連の汗と力がますます必要となっ

ています。

弁政連がその役割を一層果たす為には、支部未設

置地域を解消すること、本部レベルだけではなく全

国の支部で地元選出議員の皆様と日常的な意見交

換・交流等を通じて相互理解を深めパイプを一段と

太くすること、そして多くの日弁連会員の皆様に弁

政連活動に対するご理解をいただくことが必要不可

欠です。

私は、３月末で理事長を退任し平山正剛新理事長

にバトンタッチをし、活動が継続されています。弁

政連活動に休みはありません。

私ども執行部にご協力・ご支援をいただいた会員

や国会議員の皆様に改めて心から感謝申し上げます

とともに、新執行部が日弁連の未来を切り開く原動

力となるよう、さらなるご支援をお願い申し上げ、

私のごあいさつといたします。
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梶谷剛理事長の下で幹事長を務めさせて頂きまし

た。本来は、退任のご挨拶を申し上げるべきところ

ですが、平山正剛新理事長の下でも、引き続き、幹

事長を務めることになりました。

弁政連の存在感は、政治の場で益々高まっていま

す。その要因は、近年の支部活動の活発化にありま

す。支部未設置地域の解消に向けて微力を尽くし、

日弁連の政策実現を支えるという弁政連の使命を果

たすべく、頑張って参ります。

宜しくお願い致します。

５委員会委員長からの挨拶
各支部の実情もお聞きしながら 総務委員会委員長 吉岡 桂輔

今回も総務委員会を担当することになりました。平山正剛新理事長のもと、弁政連活動がより一層、発展するこ

とに微力を尽くしたいと思います。選挙の際の支援方法など、各支部の実情もお聞きしたいと思います。

財政基盤強化にご協力を！ 財務委員会委員長 江藤 洋一

弁政連は、皆様の会費によって維持されております。その財政基盤が強化されて初めて十分な活動をおこなう事

ができ、その力を発揮する事ができます。残念ながら、現在弁政連の財源は、潤沢と言うには程遠い状況にありま

す。出来るだけ多くの会員の皆様の会費納入率を向上させるよう力を尽くしたいと思います。そして、今後ますま

す多くの皆様が会員となって財政面から弁政連の活動を支えてくださるようお願い申し上げます。

若く、志あふれる弁護士とともに 企画委員会委員長 尾崎 純理

未曾有の、被害に直面し、弁護士が果たす役割は大きい。若く、志あふれる弁護士とともに、震災、津波、原発

被害に関する立法提言や自治体支援などに積極的に取り組みたい。

組織率ＵＰ� 組織強化委員会委員長 山岸 憲司

日弁連の政策を実現する。立法提言を活かす。活動領域を拡大する。そのためには、弁政連の組織率を向上させ、

新規に設置された支部を含め連携を密に活動を強化しなければなりません。組織率の増大にご協力下さい。

タイムリ－な情報発信を 広報委員会委員長 飯田 隆

弁政連の主たる広報は、弁政連ニュースとHPです。ニュースの送付先は、全会員の外、全国会議員と関係機関そ

して法科大学院です。政治が激しく動く中で、タイムリーな情報発信に努めます。

また、若い会員の活躍する姿を発信します。

幹事長就任のごあいさつ

日本弁護士政治連盟 幹事長 鈴木善和
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平山 正剛 伊礼 勇吉 田中 敏夫
理事長
東京弁護士会

副理事長
東京弁護士会

副理事長
東京弁護士会

平成１２年度 東弁会長
平成１８～１９年度 日弁連会長

平成１４年度 東弁会長
平成１４年度 日弁連副会長

平成１５年度 東弁会長
平成１５年度 日弁連副会長

岩井 重一 吉岡 桂輔 下河邊 和彦
副理事長
東京弁護士会

副理事長・常務理事
東京弁護士会

副理事長・常務理事
東京弁護士会

平成１６年度 東弁会長
平成１６年度 日弁連副会長

平成１８年度 東弁会長
平成１８年度 日弁連副会長

平成１９年度 東弁会長
平成１９年度 日弁連副会長

山岸 憲司 若旅 一夫 東谷 �夫
副理事長・常務理事
東京弁護士会

副理事長・常務理事
東京弁護士会

副理事長
第一東京弁護士会

平成２１年度 東弁会長
平成２１年度 日弁連副会長

平成２２年度 東弁会長
平成２２年度 日弁連副会長

平成１６年度 一弁会長
平成１６年度 日弁連副会長

加毛 修 村越 進 田中 等
副理事長・常務理事
第一東京弁護士会

副理事長・常務理事
第一東京弁護士会

副理事長・常務理事
第一東京弁護士会

平成１９年度 一弁会長
平成１９年度 日弁連副会長

平成２０年度 一弁会長
平成２０年度 日弁連副会長

平成２１年度 一弁会長
平成２１年度 日弁連副会長

江藤 洋一 尾崎 純理 山田 勝利
副理事長・常務理事
第一東京弁護士会

副理事長・常務理事
第二東京弁護士会

副理事長
第二東京弁護士会

平成１７年度 関弁連副理事長
平成２２年度 一弁副会長・日
弁連副会長

平成１５年度 二弁会長
平成１５年度 日弁連副会長

平成１６年度 二弁会長
平成１６年度 日弁連副会長

高木 佳子 飯田 隆 庭山 正一郎
副理事長・常務理事
第二東京弁護士会

副理事長・常務理事
第二東京弁護士会

副理事長・常務理事
第二東京弁護士会

平成１７年度 二弁会長
平成１７年度 日弁連副会長

平成１８年度 二弁会長
平成１８年度 日弁連副会長

平成２０年度 二弁会長
平成２０年度 日弁連副会長

川崎 達也 栃木 敏明 須須木 永一
副理事長・常務理事
第二東京弁護士会

副理事長・常務理事
第二東京弁護士会

副理事長
横浜弁護士会

平成２１年度 二弁会長
平成２１年度 日弁連副会長

平成２２年度 二弁会長
平成２２年度 日弁連副会長

平成１３年度 横浜（弁）会長
平成１４年度 日弁連副会長

杉� 茂 種田 誠 小沼 洸一郎
副理事長・常務理事
横浜弁護士会

副理事長
茨城県弁護士会

副理事長・常務理事
栃木県弁護士会

平成５年度 横浜（弁）副会
長
平成１８年度 日弁連副会長

元参議院議員
平成１５年度 日弁連副会長

平成５年度 栃木県（弁）会
長
平成７年度 日弁連副会長

古井 明男 久保田 嘉信 益田 哲生
副理事長
山梨県弁護士会

副理事長・常務理事
長野県弁護士会

副理事長
大阪弁護士会

平成１４年度 日弁連副会長
平成１５年度～現在 日弁連市民
のための法教育（委）委員長

昭和５０・５１年度 長野県（弁）
会長
平成１８年度 日弁連副会長

平成１７年度 大阪（弁）会長
平成１７年度 日弁連副会長

小寺 一矢 山田 庸男 上野 勝
副理事長
大阪弁護士会

副理事長
大阪弁護士会

副理事長
大阪弁護士会

平成１８年度 大阪（弁）会長
平成２０年度より 法テラス大
阪地方事務所所長

平成１９年度 大阪（弁）会長
平成１９年度 日弁連副会長

平成２０年度 大阪（弁）会長
平成２０年度 日弁連副会長

日本弁護士
政治連盟役員

自 平成２３年５月１２日
至 平成２５年５月

氏名
役職
所属弁護士会
経歴
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畑 守人 塚本 誠一 田中 彰寿
副理事長
大阪弁護士会

副理事長
京都弁護士会

副理事長
京都弁護士会

平成２１年度 大阪（弁）会長
平成２１年度 日弁連副会長

平成１５年度 京都（弁）会長
平成１５・１６年度 日弁連理事

平成１７年度 京都（弁）会長
平成１７・１８年度 日弁連理事

大塚 明 成田 清 田中 清隆
副理事長
兵庫県弁護士会

副理事長
愛知県弁護士会

副理事長
愛知県弁護士会

平成１３年度 兵庫県（弁）会
長
平成１６年度 日弁連副会長

平成１４年度 愛知県（弁）会
長
平成１４年度 日弁連副会長

平成１５年度 名古屋（現愛知
県）（弁）会長
平成１５年度 日弁連副会長

緒方 俊平 河原 昭文 松� �
副理事長
広島弁護士会

副理事長
岡山弁護士会

副理事長
福岡県弁護士会

昭和６０年度 広島（弁）副会長
昭和５８・５９年度 日弁連機構改
革（委）委員

平成２年度 岡山（弁）会長
平成１４年度 日弁連副会長

平成１６年度 福岡県（弁）会
長
平成１７年度 日弁連副会長

川副 正敏 鹿野 哲義 小寺 正史
副理事長
福岡県弁護士会

副理事長
仙台弁護士会

副理事長
札幌弁護士会

平成１７年度 福岡県（弁）会
長
平成１８年度 日弁連副会長

平成１６年度 仙台（弁）会長
平成１７年度 日弁連副会長

平成１７年度 札幌（弁）会長
平成２０年度 日弁連副会長

西嶋 吉光 板澤 幸雄 奥野 滋
副理事長
愛媛弁護士会

監事
第一東京弁護士会

監事
第二東京弁護士会

平成５年度 愛媛（弁）会長
平成１６年度 日弁連副会長

平成２１年度 一弁副会長
平成２１年度 日弁連常務理事

平成１６年度 二弁副会長
平成１６年度 日弁連常務理事

斎藤 義房 小林 芳夫 �中 正彦
常務理事
東京弁護士会

常務理事
東京弁護士会

常務理事
東京弁護士会

平成１１年度 日弁連子どもの権利（委）
委員長
平成２１年度より 日弁連全面的国選
付添人制度実現本部副本部長

平成２１年度 日弁連監事 平成１２年度 東弁副会長
平成１２年度 日弁連常務理事

伊藤 茂昭 小林 元治 伊井 和彦
常務理事
東京弁護士会

常務理事
東京弁護士会

常務理事
東京弁護士会

平成１７年度 東弁副会長・日弁
連常務理事
平成１９・２０年度 弁政連幹事長

平成１５年度 東弁副会長
平成２２年度 日弁連日本司法支
援センター推進本部副本部長

平成１９年度 東弁副会長
平成１４年度 日弁連常務理事

鈴江 辰男 横溝 �至 北新居 良雄
常務理事
第一東京弁護士会

常務理事
第一東京弁護士会

常務理事
第一東京弁護士会

平成１０年度 一弁副会長
平成１９年度 日弁連常務理事

平成１７年度 一弁副会長
平成１７年度 日弁連常務理事

平成２１年度 一弁副会長
平成１３年度 日弁連司法制度
調査会副委員長

山岸 良太 藪野 恒明 竹岡 富美男
常務理事
第二東京弁護士会

常務理事
大阪弁護士会

常務理事
大阪弁護士会

平成１１年度 二弁副会長
平成１４年度 日弁連常務理事

平成１２年度 大阪（弁）副会
長
平成２３年度 日弁連常務理事

平成１６年度 大阪（弁）副会
長

奥村 哲司 鈴木 善和 出井 直樹
常務理事
愛知県弁護士会

幹事長
東京弁護士会

副幹事長
第二東京弁護士会

平成１７年度 愛知県（弁）副会長
平成２３年度 日弁連法曹人口政策
会議委員

平成１５年～１７年 日弁連事務次長
平成１９年度 東弁副会長・日弁連常
務理事
平成２１年度 日弁連編集（委）委員長

平成２３年度 二弁副会長
平成１８年～平成２０年 日弁連
事務次長
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理事（１５１名）・顧問（３名）
【理事】 平山正剛（東京）、伊
礼勇吉（東京）、田中敏夫（東京）、
岩井重一（東京）、吉岡桂輔（東
京）、下河邊和彦（東京）、山岸憲
司（東京）、若旅一夫（東京）、伊藤
茂昭（東京）、小林元治（東京）、斎
藤義房（東京）、小林芳夫（東京）、
坂巻國男（東京）、山下善久（東
京）、箕輪正美（東京）、�中正彦
（東京）、伊井和彦（東京）、鈴木善
和（東京）、東谷�夫（第一東京）、
加毛修（第一東京）、村越進（第一
東京）、田中等（第一東京）、江藤
洋一（第一東京）、鈴江辰男（第一
東京）、横溝�至（第一東京）、北
新居良雄（第一東京）、今村昭文
（第一東京）、岡正晶（第一東京）、
若林茂雄（第一東京）、菰田優（第
一東京）、井元義久（第二東京）、
尾崎純理（第二東京）、山田勝利
（第二東京）、高木佳子（第二東
京）、飯田�（第二東京）、吉成昌
之（第二東京）、庭山正一郎（第二
東京）、川崎達也（第二東京）、栃
木敏明（第二東京）、幣原廣（第二
東京）、正國彦（第二東京）、山岸
良太（第二東京）、須須木永一（横
浜）、清水規廣（横浜）、杉�茂（横
浜）、木村良二（横浜）、本間豊（横
浜）、海老原夕美（埼玉）、岡村茂
樹（埼玉）、佐野善房（千葉県）、関

周行（茨城県）、種田誠（茨城県）、
小沼洸一郎（栃木県）、高木光春
（栃木県）、高橋伸二（群馬）、小磯
正康（群馬）、小野森男（静岡県）、
長野哲久（静岡県）、古井明男（山
梨県）、加藤啓二（山梨県）、久保
田嘉信（長野県）、土屋準（長野
県）、中村周而（新潟県）、平哲也
（新潟県）、宮�誠（大阪）、益田哲
生（大阪）、小寺一矢（大阪）、山田
庸男（大阪）、上野勝（大阪）、畑守
人（大阪）、金子武嗣（大阪）、岩城
本臣（大阪）、福原哲晃（大阪）、藪
野恒明（大阪）、松葉知幸（大阪）、
竹岡富美男（大阪）、塚本誠一（京
都）、田中彰寿（京都）、白浜徹朗
（京都）、村井豊明（京都）、大塚明
（兵庫県）、林晃史（兵庫県）、中本
勝（奈良）、藤本卓司（奈良）、森田
重樹（滋賀）、�田和宏（滋賀）、岡
本浩（和歌山）、有田佳秀（和歌
山）、成田清（愛知県）、田中清隆
（愛知県）、宮嵜良一（愛知県）、奥
村哲司（愛知県）、川合伸子（愛知
県）、森川仁（三重）、室木徹亮（三
重）、矢島潤一郎（岐阜県）、黒田
外来彦（福井）、今井覚（金沢）、本
多利光（富山県）、緒方俊平（広
島）、秦清（広島）、水中誠三（広
島）、森重知之（山口県）、田川章
次（山口県）、河原昭文（岡山）、河

田英正（岡山）、秋山義信（岡山）、
安田寿朗（鳥取県）、松本啓介（鳥
取県）、松原三朗（島根県）、吾郷
計宜（島根県）、松��（福岡県）、
川副正敏（福岡県）、前田豊（福岡
県）、福島康夫（福岡県）、�泰弘
（佐賀県）、原章夫（長崎県）、三井
嘉雄（大分県）、井田雅貴（大分
県）、由井照二（熊本県）、塚本侃
（熊本県）、井上順夫（鹿児島県）、
田中寛（宮崎県）、萩元重喜（宮崎
県）、竹下勇夫（沖縄）、當真良明
（沖縄）、鹿野哲義（仙台）、犬飼健
郎（仙台）、角山正（仙台）、佐々木
廣充（福島県）、平雄一（福島県）、
山川孝（山形県）、高橋耕（岩手）、
吉田瑞彦（岩手）、伊勢昌弘（秋
田）、中林裕雄（青森県）、石田恒
久（青森県）、小寺正史（札幌）、向
井諭（札幌）、中村隆（札幌）、�崎
暢（札幌）、嶋田敬昌（函館）、佐々
木秀典（旭川）、那知哲（釧路）、齋
藤道俊（釧路）、渡辺光夫（香川
県）、津川博昭（徳島）、木村清志
（徳島）、田村裕（高知）、西嶋吉光
（愛媛）、矢野眞之（愛媛）
【顧問】 久保井一匡（大阪）、
本林徹（東京）、梶谷剛（第一東
京）

各政党との朝食会報告

５／１９ 民主党 ６／３ 公明党 ６／１０ 自民党
５月１９日、日本弁護士政治連盟主催

で、民主党との朝食会が開催されまし
た。民主党側から、江田五月法務大臣、
横路孝弘衆議院議長 中井洽予算委員
会委員長をはじめ１９名が出席し、日弁
連及び弁政連から、宇都宮健児会長、
平山正剛理事長以下３８名が出席しまし
た。
日弁連から、①東日本大震災におけ

る二重ローン等の不合理な債務からの
解放に関する提言、②法曹養成制度の
改善に関する提言、③法曹人口政策に
関する提言、④司法修習生の給費制維
持の必要性、�刑事司法改革に関する
提言など多数の提言についての説明が
なされました。その後、民主党との積
極的な意見交換が行われ、有意義な朝
食会となりました。
（企画委員会副委員長 関口慶太）

６月３日午前７時３０分から、ホテル
ニューオータニにおいて、公明党幹部
の方々との朝食会が開催されました。
喫緊の課題である東日本大震災の問題
と、法曹養成問題を中心とした問題に
ついて、日弁連からの御報告のあと議
論がなされました。
石井政調会長からは、二重ローン問

題に対応した金融機能強化法の改正や
債権買取制度などについて、被災者の
生活再建、事業再建のネックとならな
いように、迅速な対応が必要であると
の認識が示され、共に国難を乗り越え
るために協力し合うことが確認されま
した。法曹養成については、国民の期
待に合致した人材をいかに育成するか
という視点で国民の理解を得ながら進
める必要があるとの認識が示されまし
た。（企画委員会副委員長 水上貴央）

６月１０日に自由民主党との朝食会が
開催されました。出席者は日弁連側と
弁政連側が合計３６名、自由民主党側が
１５名でした。主に震災復興に向けた取
り組みと司法制度改革の今後のあり方
について、日弁連側からも自由民主党
側からもそれぞれ活発な意見が出され
ていました。自由民主党の先生方のご
発言は、よく検討・研究されているこ
とを窺わせ、さすが長らく政権与党で
あった党の議員の方は違うと感じまし
た。一部の先生方から、今後の政治や
立法に関する弁護士の役割に対する期
待が述べられましたが、一方で、司法
修習生の給費制の問題については厳し
い意見も述べられました。法曹養成の
あり方についてはまだまだ議論が尽き
ないようです。
（企画委員会副委員長 豊田賢治）
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はじめに

【鈴木幹事長】

今回は、地方自治体に任期付職員等としてお勤め

の弁護士の皆さんにお集まりいただきました。私は

司会進行を務めさせていただいております、弁政連

幹事長の鈴木善和です。

【柳楽氏】

弁政連ニュース編集長の柳楽と申します。

【鈴木幹事長】

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、政府の

中で法曹有資格者の公務員登用促進に関する協議会

というのが設けられまして、２００９年４月２４日付けの

取りまとめで、自治体においての法曹有資格者の採

用実績がまだ乏しい、採用の関心はまだ低い状況で

はあるけれど、まずは地方自治体と法曹有資格者の

相互理解を深めることが重要であるということが指

摘されています。そういった中で皆さんは先がけて

自治体にお勤めいただいているということで、この

座談会が、これからどんどん自治体の中で弁護士が

活躍していくということの一つのきっかけにもなれ

ばということでおいでいただきました。それではま

ず、ご出席の皆さんから自己紹介をお願いしたいと

思います。

【秋山氏】

所属弁護士会は二弁です。修習期は５８期、総務部

法制課法務担当課長として勤務しています。勤務開

始は、平成２２年４月１日からです。

【中谷氏】

三重弁護士会に所属しています。修習期は現６１期

です。勤務先部署名は、先月の３１日で退任となりま

したが、名張市役所の総務部副参事を拝命しており

ました。勤務開始は平成２１年５月１日からで、平成

２３年３月３１日任期満了で終了しています。

【鈴木氏】

私は、横浜弁護士会になります。第二東京弁護士

自治体で活躍する弁護士
大いに語る
自治体で活躍する弁護士
大いに語る 司会 鈴木善和 幹事長

柳楽久司本紙編集長

鈴木紀夫会員
横浜弁護士会所属

５８期
逗子市総務部参事

秋山一弘会員
第二東京弁護士会所属

５８期
町田市総務部法制課
法務担当課長

佐藤真代会員
東京弁護士会所属

新６０期
神奈川県政策局
政策調整部

政策法務課主幹

中谷大介会員
三重県弁護士会所属

現６１期
名張市総務部副参事
（平成２１年５月１日～
平成２３年３月３１日）
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会から横浜弁護士会に登録変えしています。修習期

は５８期となります。勤務先は、神奈川県の逗子市で、

総務部参事という肩書きになっています。

【佐藤氏】

所属弁護士会は東京弁護士会です。修習期は新６０

期になります。平成２２年７月１日から神奈川県に勤

務しています。政策局政策調整部政策法務課に配属

になっておりまして、肩書きは主幹になります。

応募から採用までの経緯

【鈴木幹事長】

どうもありが

とうございま

す。一番キャリ

アが長いという

ことになります

と、逗子市の鈴

木さんというこ

とになるのです

が、逗子市の職

員に応募される

経緯とか、採用

の形態なんかを教えていただければと思うのです

が。

【鈴木氏】

私は、一般競争試験で採用されています。採用当

時、逗子市には特定任期付公務員の条例が制定され

ていなかったため任期付公務員ではありません。地

方分権が近時取りざたされていますが、この点につ

いては個人的にも興味をもっていました。この分野

について専門的知識経験を有する弁護士はまだまだ

少ないであろうし、採用自体も幹部職員（部長級）

と比較的優遇されたものであったので応募しまし

た。

【鈴木幹事長】

では、中谷さんはいかがでしょうか。

【中谷氏】

私の場合は、修習が終わって最初に就職を希望さ

せてもらいました事務所が、外部での研修をして来

いというプランを組んでいまして、それで公共団体

か、若しくは企業かどちらかでということだったの

ですが、その際、名張市が弁護士を雇ってみたいと

考えているという話がありましたもので、では、行っ

てみるかということになりまして、それでご推薦い

ただきました。私の場合は、競争試験ではなく、選

考試験という形で採用になりました。これは、三重

弁自体が当時１００人に満たない程度の人数で、募集

をかけても応募自体が無いだろうということもあり

まして、そういったことも含めてまずは選考試験と

いうことで入らせていただきました。

【鈴木幹事長】

そうすると応募した人はお１人だっということ

で、そして、選考を経て採用だったということです

か？

【中谷氏】

そうです。

【鈴木幹事長】

わかりました。ありがとうごうざいます。では、

秋山さんは。

【秋山氏】

私の勤務している町田は公募で、受験申込書に志

望動機や町田でやってみたい仕事の内容などを記載

し、書類選考をされ、その上で面接を受けて、それ

で採用が決まりました。応募したきっかけは幾つか

あるのですが、もともと町田で市民法律相談を担当

しており、縁がありました。また、インハウスで企

業にお勤めになっていた弁護士の先生から大きな組

織で働くと多くの法律を学べる、そういった意味で

非常に面白いということを聞いておりまして、若干

の興味を持っていました。それと、自治体が地方分

権の関係で、クローズアップされていますので、そ

の関係でもやってみたいなと。

【鈴木幹事長】

では佐藤さんはいかがでしょうか。

【佐藤氏】

神奈川県の場合は、政策局と教育局で各１名ずつ

任期付職員の公募があり、私は政策局を希望して応

募しました。一次選考が書類審査と法律的知識を問

う筆記試験、二次選考が口頭試問と面接で、これら

を経て採用になりました。通常弁護士業務を行う中

で、なかなか行政の仕事をする機会はありませんの

で、興味を持ったのが応募したきっかけです。私は、

ロースクールで行政法の勉強もしておりましたの

で、それを生かせる機会ではないかということもあ

りました。

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／★日本弁護士政治連盟／弁政連ニュース２５号改訂増刷／６－１２  2011.07.12 13.06.10  Page 7 



座談会

8
benseiren news

弁護士を採用した自治体側の事情

【鈴木幹事長】

今、入るまでのお話をいただいたのですが、入る

前にどのように聞いていたか、また、入ってみて、

自治体の方では、どういう理由から弁護士を募集し

ていたのか、そのあたり、まず、鈴木さんの場合、

どうでしょうか？

【鈴木氏】

採用当時、議会との対立が激しく、行政運営に支

障が生じていたと聞いています。私も細かいことは

知りませんが、自治体としては、議会運営の一環と

して採用を考えたのではないでしょうか。その他に

も、法律関係、事実関係等が複雑なため、職員のみ

では対応できない事案が滞留しており、これらにつ

いて解決を図ってもらいたいと考えていたと思いま

す。

【鈴木幹事長】

中谷さんの場合はいかがだったでしょうか。中谷

さんは、名張市として第１号ですよね？

【中谷氏】

そうですね。

【鈴木幹事長】

そうすると、何を向こうは期待していて、弁護士

を募集したのでしょうか。

【中谷氏】

私が入らせてもらう前後に訴訟案件が増えてきて

いまして、住民訴訟が結構盛んに行われていた時期

がありましたから、訴訟対応、勿論外部の弁護士に

最終的に委任をするとしてもその前に中での調整役

が欲しいということが１つありました。それから他

の自治体でもいわゆる債権管理の関係で、職員だけ

でやっていてはもうどうしようもないということが

ありましたので、一度弁護士さんと一緒にやりたい

という意見が中ででていたこと、それと三重県の中

でも関西に近い所ですから、苦情対応がかなりあり

まして、行政対象暴力という方にくくってしまうと

いいのかもしれませんが、そこまではいかないよう

な苦情処理のレベルを職員が疲弊していたというの

がありまして、そういった面も期待しているという

ことでした。

【鈴木幹事長】

町田市の秋山さんはどうでしょうか。市では何を

期待していたのかなという点ですが。

【秋山氏】

きちんとした形で聞いたことはないですが、職員

の意識改革、法的な問題を意識して仕事をするとい

う意味での法務能力の向上、法的な判断能力のある

人材の育成などの点を期待されていると思います。

【鈴木幹事長】

町田市の場合、人材を育成してほしいということ

だと、入ってからそういう内部研修のようなものと

か、そういったものも担当されているのですか。

【秋山氏】

はい。研修も

担当しておりま

す。また、法律

相談を受けると

きも法制課の他

の職員もできる

限り同席させて

おり、裁判も自

分ひとりで担当

するのではな

く、常に他の職

員も担当させます。研修はこれからもいくつか担当

していくことになると思います。

【鈴木幹事長】

法律相談というのは、職員の方からの法律相談で

すよね。

【秋山氏】

はい。庁内の職員からの法律相談です。

【鈴木幹事長】

佐藤さんはどうですか？

【佐藤氏】

ひとつは訴訟体制の強化ということのようです。

神奈川県でも訴訟の件数が増えていまして、顧問の

先生に一緒に入っていただく案件もあるのですが、

職員だけで対応している案件も結構あります。私

は、こうした職員のみで対応する訴訟を主に担当し

ています。それから、県が様々な施策を行うにあたっ

て法的観点から検証する機能を強化したい、という

ことも法曹有資格者を採用したきっかけと聞いてい

ます。これは、地方分権が進む中で、県独自で施策

を考えていく必要性が高まり、法的観点からの検証

ということがより重要になってくる、ということか
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らだと思います。

日々の仕事の内容

【柳楽氏】

では、続けて、みなさんの日常の仕事の内容をお

話しいただけますでしょうか。

【秋山氏】

私の場合は、庁内の法律相談が時間的には多いで

す。あとは裁判事務、不服申立制度で裁決書や決定

書を書くという仕事、そのほか先ほど申し上げた研

修も担当することがありますし、あとは最近も担当

したのですが、

選挙では効力判

定という業務を

担当したりもし

ています。

【柳楽氏】

中谷先生は。

【中谷氏】

私も秋山先生

と殆ど同じです

ね。大部分が庁

内の業務相談に

当てられています。その他に個別事案への対応とい

うのも時々やります。苦情処理に立ち会うですと

か、代執行の立会いをするですとか、また地位とい

うか立場上選挙管理委員会も併任でしたものですか

ら、選挙事務にも関わらせていただきました。

【鈴木幹事長】

では鈴木さん。

【鈴木氏】

私は、主に市有財産の管理や環境保全について相

手方と交渉を行ったり、また、条例、規則等の審査、

各種契約書の作成を行っています。事案によって

は、議会で答弁することもあります。私が就任した

当時は、訴訟はほとんどなかったのですが、最近は、

訴訟対応が増えた気がします。

【鈴木幹事長】

では佐藤さん。

【佐藤氏】

私は、条例案や県の施策などの法令審査、主に職

員で行う訴訟の指定代理人、庁内の法律相談などを

担当しています。

弁護士として貢献できたと思うこと

【鈴木幹事長】

皆さんが弁護士として自治体に入ったことによっ

て自治体をこういう風に良く出来ているのではない

か、貢献できているのではないかというお話があっ

たらお願いします。

【鈴木氏】

自治体業務は、市長や議会、また市民が中心となっ

て行うものですから、私自身の行っていることは、

瑣末で微力なものだと思います。ただ、日常業務に

おいて、複雑な事案は取り扱う所管が複数にわたる

ことが多く、この場合、各所管において両すくみの

状態になり適切な対応が図られないことがありま

す。この点、各所管に適切に助言を与え、一定の範

囲ではありますが、いわゆる縦割りの弊害を除去す

るなど、それなりに貢献できているのではないで

しょうか。

【鈴木幹事長】

色々な部署に関わるそれを横断的に弁護士が入る

ことによって話を調整しやすくなるそういうことで

すか。

【鈴木氏】

そのとおりです。

【鈴木幹事長】

わかりました。中谷さんはいかがでしょうか。

【中谷氏】

１つは、月１回の業務相談という形で顧問弁護士

に庁舎に来ていただいて、総務に集めて法律相談を

やっていたので

すが、外部の弁

護士さんに相談

するということ

で事案を絞って

しまうというの

がありまして、

ちょっとしたこ

とが聞けないと

いうこともあ

り、その顧問弁

護士に持って行
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く前のこまごました相談をかなり受けさせていただ

いたかなと思っています。事前に問題が把握できて

処理できるものもあれば、あとあと問題が起こって

も対応できるものもあれば、というような形です。

もう一つ、実は本件業務とは関係ないのですが、行

政代執行に踏み切った例というのがいくつかありま

す。代執行と言ってもたいしたことではなくて、草

刈機を持って１日立っているだけなのですが、放置

されている住宅地というのは、なかなかひどいもの

でして、草が大変なことになっている、行政代執行

をしないといけないということになっていましたの

で、それを手伝わせていただいていました。あとは

１件、道路法に基づいてそれを応用して代執行した

事案がありまして、このときは３か部に亘って連携

をとることが出来ましたので、調整役という形でお

役に立てたかなと思います。

【鈴木幹事長】

では秋山さんは丁度１年経ったわけですが、どう

でしょうか？

【秋山氏】

目に見えたものはまだないかなと。ただ、先ほど

中谷先生からも話しがあったように、こまごまとし

たちょっとしたことでの相談も常時庁舎におります

ので、すぐ相談して対応できるという意味では色々

な職員からありがたがられているというか、使い易

いというか、そういったところでは、職員の方に、

安心感を持って仕事をしてもらえるようになったか

なとは思っています。また、最近刑事告発の案件が

ありまして、その点でいくと職員は誰も経験のない

ことですし、警察とのやり取りなどその辺は弁護士

の時の経験が生きたので、それは良かったと思って

います。

【鈴木幹事長】

分かりました。佐藤さんはいかがでしょうか。

【佐藤氏】

まだ着任してから１年ほどですのであまり大きな

ことは言えないのですが、私も法律相談はしばしば

受けています。神奈川県では、顧問弁護士の先生に

よる法律相談もあるのですが、顧問の先生まで持っ

ていくには少々遠慮されるという案件や、緊急の案

件についても気軽にすぐ聞けるということで、お役

に立てているのではないかと思います。他には、職

員のみで行う訴訟の書面などを弁護士がチェックす

るというのは今

までなかったの

で、そういった

書面のチェック

を行うというこ

とでも貢献でき

ているのかなと

思います。それ

から、昨年度は

訴訟実務につい

ての職員研修を

担当したのです

が、地方自治体には、技術職の方などもたくさんい

らっしゃるので、そういう方にも訴訟の仕組みや流

れを理解するきっかけになるよう分かりやすく基礎

的な内容にすることを心がけました。これはまずま

ずの好評をいただきまして、また今年度も実施する

予定です。

【鈴木幹事長】

条例案の策定などに関与することはあるのです

か？

【佐藤氏】

はい。条例案の審査を行っています。条例所管課

の作成した条例案について法的に問題になりうる点

に関し、所管課や政策法務課の職員と検討を重ね、

最終的な条文や改正文の形に作り上げていきます。

自分が直接は担当していない条例案についても、弁

護士資格のある職員ということで、法的問題点の検

討に加わるよう求められることもよくあります。条

例案の策定に携わることによって、立法がなされて

いくプロセスがよく分かり、非常に勉強になりま

す。立法技術的な面については政策法務課の職員に

学ぶところが大きいです。

自治体から見た「弁護士」という存在

【鈴木幹事長】

自治体の中に入ってそこから逆に日弁連とか弁護

士会、あるいは弁護士という存在を見ていて、何か

気付いたこととか感じたことなどがあれば、お話し

いただけますか。

【鈴木氏】

自治体からみると、弁護士は敷居が高いと感じて
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いるように感じます。今後、弁護士の数が飛躍的に

増大することが見込まれる中、弁護士の側も自治体

との関係の融和に努めるべきではないでしょうか。

【鈴木幹事長】

逆にそういう中に弁護士が入っていくということ

は、有意義なのではないでしょうか。相互理解が深

まるというか、例えば鈴木さんが弁護士会の中で発

信していただけるというのは非常に有意義かなと

思っているのですが。

中谷さんはいかがですか。

【中谷氏】

私は特に個別の事件とか弁護士先生がどうとかと

いうのはあまり無かったのですが、私は顧問弁護士

の事務所から行かせてもらったのがありましたの

で、職員さんが顧問の先生をこうみているのだなと

いうのがよくわかったというのがおもしろかったで

す。やはり一般でもよく言われるのが敷居が高いと

いうのが、自治体が相談するに当たってもまだある

ようです。こんなことを聞いていいのかということ

からスタートして怒られるところまでは聞かないで

おこうというところで落ち着くという感じがありま

す。敷居の高さというのはまだまだあるかなという

のは感じた部分です。

【鈴木幹事長】

秋山さんはいかがですか？

【秋山氏】

やはり敷居は少し高く見られています。それは弁

護士が尊重されているという意味でもありますが、

そのおかげで業務が円滑に進む面はあります。自治

体は顧問弁護士、人権擁護委員、監査委員、固定資

産評価委員などと様々な面で弁護士が関わりがある

のですが、それでもやはり敷居は少し高く見られて

いるなと感じています。

【鈴木幹事長】

佐藤さんはいかがですか。

【佐藤氏】

神奈川県の場合は、弁護士の敷居が高いという意

識はさほど強くないかなと思います。顧問の先生方

に対する信頼も厚いです。私も一職員ではあります

が、弁護士ということで、他の職員から意見を尊重

していただいているので有り難く感じています。

【鈴木幹事長】

新司法試験になってからは、行政法は、試験にお

いても必須ですよね。そうすると佐藤さんはロース

クールで行政法を学ばれたと。

【佐藤氏】

はい。

自治体の任期付職員のススメ

【鈴木幹事長】

今日は大変盛りだくさんのお話をいただきました

が、最後に、これから自治体で働く若い弁護士さん

が増えるようにということで、その後を次いでくれ

る人に対するメッセージをいただければと思いま

す。

【鈴木氏】

自治体の業務は、いわゆる法曹関係者だけでな

く、議会や他行政機関とも連携しながら行われま

す。このような業務に関与することは、行政内部か

らのものの考え方、判断方法を見ることができ、得

難いものとなるのではないでしょうか。

【中谷氏】

２年間やらせてもらって一番感じたのは他の職員

の信頼を得られるかどうかということです。信頼が

得られなければ当然相談にも来られませんし、相談

に引き続き来ていただいているのは、ある程度の信

頼が得られたかなと思います。という意味では弁護

士に対する信頼を直に感じる事ができる職場でした

ので、すごくやりがいがある仕事かなと感じます。

修習後すぐにでも、あるいはある程度民事事件なり

行政事件なりの経験を積んだ上での参加でもよいの

かなと思うのですが、自治体への勤務というのはす

ごく勉強になるし、やりがいのあるものだと思いま

す。

【秋山氏】

自治体は本当に様々な業務があって、多くの法律

と接する機会にもなり、相談事案も多種多様でやり

がいもあるし、自分自身の勉強にもなる仕事ですの

で、そこはトライしてみる価値が十分にあると思い

ます。私自身の場合は弁護士を４年半経験して入っ

ておりますが、弁護士として経験したことはすべて

役に立っています。たとえば建築訴訟の経験もあり

ますので、建築基準法関係の相談にも対応できます

し、著作権、商標権関係の相談でも同じように役

立っていますし、本当に色々な案件を経験しておい
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てよかったなと思っています。

【佐藤氏】

地方自治体の仕事は多岐に渡りますので、様々な

案件を経験することができ、本当に勉強になります

し、やりがいもあります。ただ、これは私個人の考

えですが、法律相談を除いてチーム作業の業務が多

いので、そういうことが苦にならない人が向いてい

るのではないかなと思います。あとは、弁護士登録

してすぐに自治体に入るのではなく、ある程度実務

経験を積んでからのほうがいいのではないでしょう

か。というのは、自治体によるのでしょうけれども、

法律実務的観点からのアドバイスが求められている

ことが多いと思うからです。地方自治体で取り扱う

事件は行政事件だけでなく、民事事件も沢山ありま

すし、弁護士業務で経験したことがそのまま生きて

くると思います。

【鈴木幹事長】

では、今日の座談会これで終わります。みなさん

どうもお疲れさまでした。

（平成２３年４月１３日 於霞が関弁護士会館）

自治体における法曹有資格者登用の状況について
（日弁連調べ、２０１１年６月現在）

１ 東京都（９名）

○部長級１、課長級８〔うち５名は任期付職員〕

○配属先 総務局総務部文書課１、同法務課６、

労働委員会事務局２

２ 東京都特別区人事・厚生事務組合（２名）

○配属先 法務部

３ 神奈川県逗子市（１名）

○配属先 総務部

４ 三重県名張市（１名、任期付職員）

○配属先 総務部

５ 東京都町田市（１名、任期付職員）

○配属先 総務部法制課

６ 神奈川県（２名、任期付職員）

○配属先 政策局政策調整部政策法務課１

教育局支援教育部支援教育企画課１

７ 千葉県流山市（１名、任期付職員）

○配属先 総務部総務課政策法務室（併任 議会

事務局）

８ 福岡県福岡市（１名、任期付職員）

○配属先 こども緊急支援課

９ 大阪府松原市（１名、任期付職員）

○配属先 政策法務課

１０ 兵庫県（１名）

○配属先 企画県民部管理局文書課

１１ 岡山県岡山市（１名）

○配属先 環境局環境企画総務課

１２ 愛知県名古屋市（１名）

○配属先 緑政土木局農政課

※弁護士登録を行っていない方も含む。

私は、平成２３年４月１日から、任期付公務員

として千葉県流山市役所に勤務しております。

総務部総務課政策法務室長と市議会書記を併任

しています。

市役所では、日々、各担当課から、条例案や

日常の業務について法律相談があり、忙しく過

ごしています。

弁護士を職員として採用することは新しい試

みですので、弁護士が市役所で何ができるの

か、一から考えて実現することができる、やり

がいのある仕事だと思います。

今後は、職員に向けての研修等も行っていき

たいと考えています。

帖佐直美会員
東京弁護士会所属

新６１期
流山市政策法務室長
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新役員の紹介をかねて
国会議員等を招待して懇談会開催

平山正剛弁政連新理事長 江田五月法務大臣

５月１２日、定期総会に引き続き、江田法務大臣ほか各党の衆参議員等ご来賓をお迎えして、懇談会がクレオ

で開催された。衆参合わせて６３名（秘書代理出席含む）の現前職議員の方々の参加を得て、盛大に催された。

平山新理事長及び宇都宮日弁連会長から、司法修習生の給費制、震災対応等本年度の課題についての抱負と議

員の方々へのご協力のお願いの言葉が述べられた。

（広報委員会副委員長 出井直樹）
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定期総会開催さる
２０１１年５月１２日、弁護士会館クレオにて２０１１年度の定期総会及び理事会が開催された。平山正剛元日弁

連会長が新理事長に選出されたほか、新年度の理事、監事、副理事長、常務理事がそれぞれ選任された。

また、幹事長には引き続き鈴木善和会員があたることとなった。

定期総会では、２０１０年度の決算・事業報告、２０１１年度の事業活動方針・予算が承認された後、東日本大

震災に関して、岩手支部の高橋耕支部長、福島県支部の佐々木�充支部長、仙台支部の鹿野哲義支部長か

ら、それぞれ被災地の様子や被害者救済、復興の状況、弁護士の活動などについて特別報告がなされた。

今後２年間、平山新理事長のもと、日弁連と手を携えて諸課題にあたっていく必要がある。

（広報委員会副委員長 出井直樹）

日弁連 政策担当秘書に関する説明会
４月１９日、日弁連で国会議員

政策担当秘書に関する説明会が

開催された。現役の政策担当秘

書である渡辺拓弁護士、小島秀

一弁護士、竹内彰志弁護士か

ら、実体験に基づく具体的な仕

事内容や、弁護士の能力がどう

活きるのか、秘書としての経験

が弁護士としてどの様に活きる

のかについて説明がなされた。

説明会には４０名以上が参加し、

熱のこもった質疑応答が交わさ

れた。今後、弁護士の立法府に

おける更なる活躍が期待され

る。
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九州支部 発展的解消を目指して
「全国各ブロックの主要単位会には弁政連の支部があ

るのに、福岡はどうしたの？」と問われ続け、遅ればせ

ながら九州支部を立ち上げたのが平成２０年１月。数年内

には九州各県にそれぞれ支部（既に支部ができていた沖

縄を除いて７支部）を立ち上げたいとの目標を掲げつ

つ、その足掛かりとして九州支部を設立した次第でし

た。

その後、本部からの力強い後押しと地元会員のご尽力

のお陰で、大分・熊本・宮崎に支部が設立され、今年度

中には鹿児島・長崎にも支部が立ち上がる予定となりま

した。

各県に支部ができあがるごとに「九州」支部の身は細

くなり、寂しいような嬉しいような複雑な立場ですが、

これは当初から想定のこと。九州支部を発展的に解消し

て、福岡県支部に変身する日も近いと思います。

（九州支部長 松� 隆）

群馬支部 支部活動の活性化をめざして
群馬支部は、全国で２番目に設立され

た。支部長は、設立から現在に至るまで高

橋伸二会員にお願いしている。

支部の活動としては、公職選挙の際にお

ける応援活動と時々の立法問題に対する国

会議員への陳情であるが、政治家との交流

強化をめざす高橋支部長の指示の下、平成

１７年に群馬県選出国会議員本人９名との意

見交換会を開催し、平成２０年及び平成２１年

には群馬県知事や副知事らとの懇談会を開

催した。平成２２年には、司法修習生の給費

制維持に関して、国会議員や地方議会へ働きかけを行い、平成２３年３月に、群馬弁護士会館において国会

議員との懇談会を企画実施したが、予算審議のヤマ場で出席国会議員は本人１名、秘書１０名となった。今

後も国と地方の政治家との交流を図るよう、新年度も企画実施する予定である。さらに、より多くの会員

が支部活動に参加するよう、組織編成（委員会設置など）を工夫し、若手会員拡充と支部活動の活性化を

めざしたい。

（群馬支部幹事長 小磯 正康）

支部報告�
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編集後記 今年度も広報委員長として弁政連ニュースを担当します。ご支援下さい。（いいだ）

３月１１日以降震災復興一色です。（いでい）

弁護士の必要性を感じていない自治体にこそ，実は弁護士が必要なのではないかと思いました。（なぎら）

震災で被災された方に対し謹んで哀悼の意を表します。専門職が一丸となって日本の復興のために尽くしていけ

たらと思います。（おかもと）

金子洋一議員朝食会
５月２３日、金子洋一参議院議員との朝食会が開催

された。水谷賢日弁連副会長、尾崎純理弁政連副理

事長・企画委員会委員長等合計１８名が参加した。金

子議員は、経済企画庁を経て参議院議員となるま

で、一貫して、「公」のために働くという目的の下、

マクロ経済政策及び消費者問題を専門分野とされて

きたこと、政策実現の中では弁護士会に特に消費者

問題での活躍を期待するとの説明があった。また、

現在のご自身の政策活動の中心である東日本大地震

の復興財源問題について、政府で主流となりつつある増税ではなく、「震災復興国債」を日銀全額引き受

けの方法で発行することの重要性及びその理由についてわかりやすく説明いただいた。デフレ下にある現

在の日本の状況を鑑みた場合、震災復興国債方式のほうが理論的に適切であり、グローバルスタンダード

とみなされているにもかかわらず、日本で増税が主流となっているという奇異な状況の背後には、財務省

における「増税が勝ち・減税は負け」という固陋な慣習、官僚による御用学者及びマスコミへの根回し、

そして、官僚に取り込まれてしまう政治家という旧来の悪癖が今なお存在するためではないかと鋭く指摘

された。 （企画委員会副委員長 熊木 明）

東日本大震災復興支援「士業連携研修会」開催
４月２５日、弁政連企画委員会と東京青調会が共催で、

表記研修会を開催した（於土地家屋調査士会館）。東日

本大震災の被災者の支援や復興における各種課題に対応

するためには、単独の士業のみの活動では限界がある。

そこで、弁護士と土地家屋調査士が中心となって、共通

の課題に対応するための研修会を開催した。研修会の講

師として臨床心理士の稲本絵里先生（日本医科大学多摩

永山病院勤務）をお招きし、「被災者の心理と被災者支

援にかかわる者の心的ストレス」と題して基調講演が行

われた。

５月の大型連休を控え、これから被災地へ赴く弁護士や土地家屋調査士に対し、被災者の心のケアや情

報提供の重要性、被災者の話を聞く相談者側の姿勢などについて、基本から丁寧に解説いただいた。加え

て、被災者支援にかかわる者の心のケア、ストレスについての対処方法についても解説いただくなど、大

変実践的な講演となった。

講師の稲本先生には、被災地で法律相談を実施した弁護士からヒアリングを実施いただくなどのご準備

をいただき、相談者側のニーズに合致した講演内容となった。

講演後も活発な質疑応答がされ、大変有意義な研修会となった。 （企画委員会副委員長 岡本 正）
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